
【参　考】適時開示に係る社内体制図

適時開示体制の概要

当社では、適時開示の情報管理統轄者を管理本部長、情報管理責任者・情報取扱責任者を総務部長とし、以下の体制により適時開示を

行っております。

１．社内情報の収集・把握

　　当社における社内情報の収集・把握に関しては、総務部が行っております。

２．適時開示

　　把握された社内情報については、総務部を中心に関係部署と協議のうえ、取締役会及び経営会議で承認を受けた後、決定事実及び

　　決算情報については、決定・承認後遅滞無く、また、発生事実については発生後遅滞無く開示を行っております。
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